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１ 背景及び目的

第２期 持続可能な行財政運営プラン

本市ではこれまで、継続的に行財政改革を進めてきましたが、税収の伸び悩みや社会保障関連経費の増加に加え、平成28年
度以降は普通交付税の合併特例措置加算の逓減もあり、厳しい財政運営を続けてきました。さらに、自然災害の頻発化・激甚
化や新型コロナウイルス感染症の流行、デジタル技術の進展など社会の大きな変化に直面したことから、スリムで筋肉質な財
務体質の実現と収支改善のため、令和３年度に「持続可能な行財政運営プラン」を策定しました。そこでは、選択と集中によ
る事業の見直しや業務の効率化、公共施設の適正配置などを進め、行政運営のスリム化や財政の健全化に取り組み、一定の成
果を上げました。

しかし、今日、加速する人口減少と少子高齢化、物価や賃金水準の高騰など、新たな課題が加わり、行財政を取り巻く状況
は厳しさを増しています。

そして、これらの新たな課題に対応するための支出が増える一方、収入はその増加に追いつかない見込みのため、収支均衡
を保つことができず、市の貯金である財政調整基金の残高の急激な減少が懸念されます。加えて、公共建築物やインフラの老
朽化、地域の担い手不足、市民ニーズの多様化など、さまざまな課題も顕在化してきました。

こうした中で、限られた行政資源（ヒト、モノ、カネなど）を最大限に活用し、行政サービスを安定的に提供できる「持続可
能な行財政運営」を実現するためには、税収の増加に向けた成⾧戦略と、行政運営の効率化・高質化に向けた取組を進める必
要があります。

本プランは、市の最上位計画である「⾧岡市総合計画」の着実な推進による、地域の成⾧や活力創出を実現するうえで土台
となる「強固な行財政基盤」を確立するための計画です。

そして、総合計画の基本目標６「市民の期待に応え、信頼される行政を推進するまち」を実現するための、今後５年間の実
行計画と位置付けています。

プランでは、単に支出を削減するのではなく、社会の変化に対応した施策や効率的な業務への再編のほか、市民の利便性向
上を図るための見直しにより、「新たな行政課題や市民ニーズに対応できる行財政基盤への体質改善」と「行政運営の最適
化」、急速に進展するデジタル技術に対応した「スマート市役所への転換」に向けた取組をまとめています。

将来を担う世代に安心して暮らせるまちを引き継ぐため、効率的で柔軟な行財政運営の実現に向けて、歩みを止めることな
く改革への挑戦を続けていきます。
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(1) 人口構造の変化

第２期 持続可能な行財政運営プラン

【出典】2020年：国勢調査（総務省統計局）、 2025年―2050年：日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）
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国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本市の総人口は５年後に約4.5％、10年後には約９％減少すると見込
まれています。年代別では、要介護認定率が５割を超える85歳以上の人口は2040年頃まで増加が続き、その後は減少に
転じます。一方で、生産年齢人口（15～64歳）は、総人口の減少を上回る率で、一貫して減り続ける見通しです。さら
に、小・中学校の児童生徒数は、2030年に約15％、2035年には約30％の減少が予測されています。

少子高齢化の進展は、高齢福祉・医療・介護サービスの需要増加、教育環境の変化、税収基盤や労働力供給の縮小な
ど、行政サービス全般やその原資となる財政に大きな影響を及ぼします。

人口減少が一層進む中で、将来世代に過度な負担をかけないためにも、行政サービスを持続可能な形で提供できる、
スリムで効率的な行政運営の体制を再構築することが、本市における喫緊の課題です。

（年）
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(2) 公共施設の老朽化

本市の公共施設は、1950年代後半から1990年代にかけて、旧市町村単位で多数整備されてきました。こうした状況の
中で、築40年以上経過した建物は全体の約48％を占め、老朽化に伴う大規模な改修の需要が増加しており、今後もこの傾
向が続くと見込まれます。

施設の老朽化は、安全性や機能の低下を招くだけでなく、サービスの質の低下にもつながります。さらに、老朽化の進
行に伴い修繕費が増加し、維持管理コストの増大が懸念されます。すべての既存施設を使い続けるには、多額の更新や大
規模改修のための費用が必要となり、財政にも大きな影響を及ぼし続けます。

このため、将来を見据え、既存施設の統廃合・縮小・機能の複合化等を通じて、施設の機能と総量を最適化し、コスト
削減を進め、効率的な運営を行う必要があります。さらに、事後対応型から予防保全型の管理により、施設の⾧寿命化を
図るなど、戦略的な施設マネジメントが一層求められています。

第２期 持続可能な行財政運営プラン

3



(3) 今後の財政見通し（令和８年１月末時点）

① 収支見通し

4

第２期 持続可能な行財政運営プラン

歳入は、税その他一般財源収入に横ばいの傾向が見られる一方、歳出は、少子化対応等に要する扶助費や市債の元
利償還に要する公債費のほか、引き続き賃金水準や物価の高騰などの影響が見込まれるため、毎年度の収支に大幅な
不足が生じ、財政調整基金の年度末残高は、第２期プランを実施しない場合、令和12年度に底をつくことが懸念され
ます。
〔試算の考え方〕

・試算期間は、令和８年度から令和12年度の５年間
・令和８年度当初予算を基に、推計人口や内閣府「中⾧期の経済財政に関する試算（R8.1.22）」による経済成⾧率、

過去の決算等を踏まえ、現時点で想定される一定の前提条件により試算

考　　　　え　　　　方

市 税 ・人口や経済成長率の推計などを考慮し試算

地 方 交 付 税
・「地方一般財源総額の実質同水準ルール」が今後も継続するものとして試算
（今後の給与改定に係る増減は想定しない）

市 債
・普通建設事業費等の見込額に連動して試算
・臨時財政対策債は今後の発行が無いものとして試算

そ の 他 ・都市整備基金やふるさと創生基金などあらゆる財源を活用

人 件 費
・定年延長に伴う人件費の変動を反映（今後の給与改定は想定しない）
（人員削減効果額は行財政改革の改善効果見込み額で反映）

物 件 費
・光熱費等の上昇の影響は令和７年度現在の状況をベースとし、当年度予算額及
び過去の伸び率を参考に試算

扶 助 費 ・当年度予算額、過去の伸び率及び推計人口を参考に試算

公 債 費 ・既発債に加え、新規発行見込額に係る元利償還金を加えて試算

普 通 建 設 事 業 費
・近年と同規模の事業費をベースとし、主に以下の大規模事業を加えて試算
　川口地域交流拠点施設（仮称）、ニュータウン運動公園野球場、新斎場、
　新廃棄物処理施設、アオーレ長岡（改修）、リリックホール（改修）

項　　目

歳
　
入

歳
　
出
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（単位：億円）

歳入 Ａ 1,383 1,378 1,364 1,339 1,376
市税 407 407 411 414 414
地方交付税 289 283 283 281 282
市債 ※借換債は除く 92 120 110 90 114

うち臨時財政対策債 0 0 0 0 0
595 568 560 554 566

Ｂ 1,414 1,435 1,424 1,393 1,436
244 237 242 236 241
254 228 231 233 236
275 272 273 274 275
161 166 171 172 170
157 212 188 159 195
323 320 319 319 319

Ｃ（Ａ－Ｂ） ▲ 31 ▲ 57 ▲ 60 ▲ 54 ▲ 60

D 12 16 25 32
8 12 19 25

E（C＋D) ▲ 31 ▲ 45 ▲ 44 ▲ 29 ▲ 28

ア 31 45 44 29 28
イ 25 25 25 25 25
ウ（ア － イ） 6 20 19 4 3
前年度末残高 － ウ 83 63 44 40 37

83 55 24 1 ▲ 27

   〃   年度内繰戻し

その他
歳出

人件費
物件費
扶助費
公債費 ※借換債は除く
普通建設事業費
その他

収支不足額

第２期行財政運営プランの改善効果見込み額

（うち現行プランから引き続く取組の効果額を除く）
収支不足額

財政調整基金繰入（当初予算）

   〃   差引取崩し額
   〃   年度末残高

第２期行財政運営プランを実施しない場合の財政調整基金残高
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② 投資事業に係る見通し

過去の決算や当初予算の状況と今後想定される大規模事業を反映した試算では、建設地方債残高は令和９年度がピークと
なる見込みです。

公債費、実質公債費比率及び将来負担比率は、いずれも当面上昇する見込みですが、健全な水準は維持できる見込みです。
しかし、過度な借入れは残高の増加や財政指標の悪化を招き、財政硬直化につながることから、適正な投資規模の範囲内

となるよう、今後も留意していきます。
〔令和13年度以降に大規模事業として検討が想定されるもの〕
アオーレ⾧岡（改修）、悠久山野球場（改修）、各小・中学校（大規模改造）、寺泊水族博物館（更新）、
新廃棄物処理施設、歴史関連施設

ア 建設地方債残高及び公債費の見通し（一般会計）

イ 財政指標の見通し
・実質公債費比率は、今後５年間で４～５ポイント増加の見込み
・将来負担比率は、今後５年間で10～30ポイント増加の見込み

建
設
地
方
債
残
高

建
設
地
方
債
残
高

公
債
費

公
債
費

（参考）他団体との比較（Ｒ６年度決算）

第２期 持続可能な行財政運営プラン

⾧岡市 県内市町村平均

実質公債費比率 8.0% 11.1%

将 来 負 担 比 率 74.6% 76.7%

過去のピーク Ｒ６ 今後５年間の動向 （参考）早期健全化基準

実質公債費比率 17.4％（H17） 8.0% ＋４～５ﾎﾟｲﾝﾄ 25.0%

将 来 負 担 比 率 132.4％（H19） 74.6% ＋10～30ﾎﾟｲﾝﾄ 350.0%

（過去のピーク）



２ 行財政運営の視点

大きく変化する人口構造や社会経済情勢に対応し、強固で持続可能な行財政基盤を確立する
ため、次の４つの視点から行財政の再構築に取り組みます。

① 人口構造や社会経済情勢の変化に対応するための行財政改革

人口減少や少子高齢化、地域課題の多様化に対応するため、効率的でスリムな行財政運営を実現します。コンパクトで持続可
能なまちづくりと多様な視点からの政策形成を推進し、柔軟で持続力のある行政体制の構築を目指します。

② 経営的視点による行財政運営の強化

③ 行政ＤＸによる市民サービスの向上と働き方・仕事の進め方改革の実現

④ 公共施設の配置と運営の最適化

経費の削減や財源の確保を図りつつ、⾧期的な視点による投資事業の選択・集中や資産の戦略的な活用を推進します。政策や
施策の効果検証と透明性の確保により、経営感覚を備えた行財政運営を進めます。

行政運営をデジタル社会に対応させ、オンライン化や業務改革（BPR・DX）を推進します。これにより、市民にとって利便性
の高いサービスを提供するとともに、職員の働き方改革を進め、生産性と職場環境の向上を図ります。

老朽化や利用状況を踏まえ、統廃合・縮小・機能の複合化等を進め、将来を見据えた施設マネジメントを強化します。包括的
管理委託や指定管理など多様な運営手法を活用し、効率性とサービス水準の両立を図ります。

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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３ 計画期間

第２期 持続可能な行財政運営プラン

令和８年度から令和12年度までの５年間

４ 推進体制

本プランの推進にあたっては、市⾧を本部
⾧とする「⾧岡市持続可能な行財政推進本
部」が全体の統括機能を担います。

その下に、総務部⾧を部会⾧とする「持続
可能な行財政推進部会」を設置し、実務面の
調整を行います。

さらに、「行政運営・DX」「財政運営」
「公共施設」の３分野のワーキングを設け、
庁内横断的に具体的な検討と取組を推進しま
す。

また、適宜、実施方法の見直しと取組項目
の追加検討を行い、取組の実効性と効果額を
確保するよう進捗を管理します。
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５ 重点項目の取組方針

第２期 持続可能な行財政運営プラン

具体的な取組の検討に当たり、重点的に見直しを行う「重点項目」を設定しました。
「重点項目」には、見直しの基準となる「取組方針」を定め、利用者数や費用対効果などの

データ検証による見直しを行います。

◆取組方針（詳細は次ページ以降に記載）◆重点項目
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取組方針

重点項目１

１ 正規職員及び会計年度任用職員は、今後５年間の人口減少率に応じて、総数を削減します。

２ 業務の削減やＤＸの推進による効率化を図り、職員の業務時間を削減します。

人口減少に応じた職員数に見直す

令和12年度における主な目標値

・正規職員120人の減（約4.5％で104人＋業務効率化分）

・会計年度任用職員120人の減（約4.5％で94人＋業務効率化分）

職員数の削減

※令和12年の対令和7年人口減少率

※

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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取組方針

重点項目２

１ 文書の電子決裁や資料のペーパーレス化、申請及び発送文書の押印廃止を推進します。

２ 生成ＡＩなどのデジタルツールの活用により、定型業務の自動化・効率化を図ります。

３ 全ての職員がテレワークをはじめとした多様な働き方を実施できる環境を整備します。

４ アナログ規制の見直しを進めます。

デジタルツールを活用し、より効率的に仕事を進める

令和12年度における主な目標値

・文書の電子決裁率：80％

・データ入力等の定型作業が年間1,000件以上ある事務の自動化率：100％

・職員のテレワーク実施率：50％

・アナログ規制がある条例・規則等の見直し率：100％

ＤＸによる業務プロセスの効率化

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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取組方針

重点項目３

１ 「行かない市役所」を推進します。

２ 「待たない市役所」を推進します。

３ 収納事務のキャッシュレス対応を推進します。

オンライン化・デジタル化を推進し、利便性の高い行政サービス
を提供する

令和12年度における主な目標値

・総合窓口における申請・手続きのオンライン化率（可能なもの）：100％

・証明書のコンビニ交付対応率（可能なもの）：100％

・申請・手続きのキャッシュレス決済対応率（可能なもの）：100％

デジタル社会を前提とした行政サービス改革

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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取組方針

重点項目４

１ 既存の公共施設について、ニーズの変化や利用状況、老朽化の程度などに基づき、総量や管理運営費の
適正化を図ります。適正化に当たっては、地域の特性に配慮して取り組みます。

２ 公共建築物の整備・更新は、管理運営費が整備・更新前の金額を超えないようにします。

利用状況や老朽化等に応じた、施設の統廃合・縮小・機能の複合化
等を検討する

令和12年度における主な目標値

・公共建築物の市民一人当たりの管理運営費（歳出から歳入を差し引いた額）：20,033円以下

・公共建築物の市民一人当たりの延床面積：4.8㎡以下

公共施設の再編

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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取組方針

重点項目５

１ 公共施設の利用者数、利用時間等に基づき、開館日・開館時間の適正化を図ります。

２ 公共施設の包括的な管理を推進します。

立地状況や利用状況等を踏まえ、より効率的な管理運営手法に
見直す

令和12年度における主な目標値

・公共建築物の市民一人当たりの管理運営費（歳出から歳入を差し引いた額）：20,033円以下

公共施設の管理運営手法の見直し

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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取組方針

重点項目６

〇 受益者負担の原則に基づき、料金の算定や徴収等に係る「基準」を策定し、維持管理費や利用実態に即
した適正な料金水準に見直します。

利用実態、物価高騰、負担の公平性などを踏まえて見直す

令和12年度における主な目標値

・維持管理費の上昇や利用実態の変動等に相応する額

使用料・手数料の見直し

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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取組方針

重点項目７

１ 支出に当たっての「基本的な考え方」を示し、適正で透明性がより高い補助金・負担金を支出します。

２ 各補助金・負担金の交付団体・事業ごとの支出状況等を公表します。

「基本的な考え方」を示し、適正かつ透明性の高いものに見直す

令和12年度における主な目標値

・「基本的な考え方」に基づく見直し効果額

補助金・負担金の見直し

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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取組方針

重点項目８

〇 市主導のイベントは、効率的かつ効果的な実施手法に見直し、民主導のイベントは、自立的な運営体制
への移行を促します。

目的、対象者数、事務効率等を踏まえて、現状に見合ったものに
見直す

令和12年度における主な目標値

・イベントの市費負担（人件費含む）の総額：10％削減

イベントの見直し

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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取組方針

重点項目９

１ 専門的な分野を含め定型的な業務の委託化を推進します。

２ 職員の動員により対応している業務は、全部または一部の委託化を推進します。

定型業務の委託化を検討する

令和12年度における主な目標値

・業務に係る費用の削減（現在の人件費－外部委託費）

・従事職員数及び業務時間の削減

アウトソーシングの推進

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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取組方針

重点項目10

〇 市町村合併以降、地域間で不均衡となっている基準や制度を見直します。

合併後20年を経過した現在も、地域間で異なっている制度は統一を
検討する

令和12年度における主な目標値

・未調整事項の見直し率：100％

地域間で不均衡となっている制度の統一

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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６ プランの柱と項目

本プランは、市の最上位計画である「⾧岡市総合計画」の基本目標６「市民の期待に応え、信頼される行
政を推進するまち」を実現するための実行計画として、行財政運営に関する取組を体系的に整理したもので
す。

総合計画における「政策」や「施策の柱」に対応し、市が目指す行財政運営の方向性をより具体的に示す
ため、それぞれの課題と目的に応じた６つの柱に、それぞれ３～５つの「項目」を設定しています。

第２期 持続可能な行財政運営プラン

20



人口減少や少子高齢化が加速する中、限られた財源や人材で質の高い行政サービスを持続的に提供するためには、
行政運営そのものの抜本的な見直しが必要です。

第１期プランでは、業務の棚卸しや手続きの見直し、AIやRPAの導入、電子申請の拡充などを進め、効率化とDX推
進に取り組んできました。

本プランでは、これらの成果を基盤として、業務プロセスや組織体制の改革をさらに進め、デジタル社会に対応し
た柔軟で強靭な行政運営への転換を図ります。

項目

あらゆる業務を対象に、ＤＸによる業務の手法やプロセスの見直しを行い、
行政事務のスリム化を進めます。

ＡＩ等の先端技術の積極的な活用によるDXの推進や、行政システムの標準
化・共通化などにより、行政事務の自動化・効率化を図ります。

部局横断的な連携体制の構築などにより、複雑化する行政課題に対応でき
る柔軟で機動的な組織体制を構築します。

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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本市では、行政手続きのオンライン化やキャッシュレス決済の導入など、利便性と効率性を両立させる取組を進め
てきました。また、市内４大学１高専との連携やオープンイノベーションの推進、指定管理者制度の活用など、多く
の分野で公民連携を推進してきました。

本プランでは、こうした基盤をさらに強化しながら、デジタルサービスの利用格差を解消し、誰もが利用しやすい
行政サービスの設計を進めます。

さらに、市民・事業者・団体・学術機関など地域で活動する多様な主体と行政が、柔軟で対等な立場で連携し、地
域の人材やノウハウを最大限に活かしながら、多様化する市民ニーズに対応していきます。

項目

あらゆる分野でデジタル技術を導入し、誰もがデジタルの恩恵を受けられ
るまちの実現を目指します。

マイナンバーカードの活用と行政手続きのオンライン化を進め、住民との
接点の多様化により、どこからでも利用可能な行政サービスの実現を目指
します。

オープンイノベーションのさらなる推進、サウンディング型市場調査や包
括的な民間委託の活用などの公民連携により、地域の人材やノウハウを活
かし、多様化する市民ニーズに応えます。

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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仕事に対する意識や価値観の多様化が進む中、自治体職員の採用環境は年々厳しさを増しています。
本市では、⾧時間労働の是正やテレワークの推進などに取り組み、誰もが活躍できる柔軟な職場づくりを進めてき

ました。限られた職員数で複雑化・高度化する行政課題に対応するためには、職員一人ひとりが高い意欲と能力を発
揮し、心身ともに健康で生き生きと働き続けられる環境の整備が欠かせません。

また、変化をいとわず果敢に挑戦する人材の確保と育成も強く求められています。
このため本プランでは、多様な人材が能力を最大限発揮できる働きやすい職場づくりをさらに推進します。併せて、

職員のワークライフバランスを実現し、時代の変化に柔軟に対応できる人材の確保・育成を進め、行政運営を支える
組織力の向上を目指します。

項目

デジタルツールの利活用や自ら働く場所を選択して時間を有効活用するＡ
ＢＷ（アクティビティ・ベースド・ワーキング）の導入、女性管理職の積
極的な登用、ハラスメントの防止などにより、多様な人材が能力を最大限
発揮できる職場を目指します。

業務の削減やプロセスの見直しにより⾧時間労働を是正し、職員のワーク
ライフバランスを実現します。

職員採用試験のあり方の見直し、デジタル人材の育成などにより、時代の
変化に柔軟に対応できる人材の確保・育成に取り組みます。

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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市政を取り巻く環境が複雑化・多様化する中で、様々な価値観を政策に反映し、行政運営の透明性と信頼性を高め
ることが、これまで以上に求められています。

本市では、女性の参画拡大を進め、市の審議会等における女性登用率は令和６年度に39.6％まで向上しました。ま
た、毎年度の政策・施策・事業は、予算編成の過程などにおいて、事業実績や地域の声などを踏まえて検討しており、
その成果や関連データなどの市政情報は、ホームページやＳＮＳ等を通じて発信してきました。

今後は、さらなる女性活躍の推進をはじめ、多様な視点が市の意思決定に反映される体制を構築します。併せて、
客観的なデータに基づき政策効果を検証し、合理的な政策選択を行います。さらに、分かりやすく開かれた市政情報
の発信を通じて、行政運営の透明性を高めます。

項目

政策立案や意思決定の場に積極的に女性を登用するなど、多様な価値観が
反映される行政運営に取り組みます。

限られた財源や人材をより効果の高い政策に配分するため、政策効果を検
証し、事業のあり方や予算編成に反映する仕組みを検討します。

市民の声や議会の意見を政策立案に一層反映するため、政策の目的や効果
をより分かりやすく公開するなど、市政情報の積極的な公開とその方法の
改善に取り組みます。
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歳入は、税その他一般財源収入に横ばいの傾向が見られる一方、歳出は、少子化対応等に要する扶助費や市債の元
利償還に要する公債費のほか、引き続き賃金水準や物価の高騰などの影響が見込まれるため、毎年度の収支に大幅な
不足が生じ、これまで同様の行財政運営を続ければ、財政調整基金の残高の急速な減少が懸念されます。

そのため、社会経済情勢や市民ニーズの変化を捉えた事業の再編等のほか、総合計画の着実な推進による地域経済
の活性化、市税等収入未済の削減、ふるさと納税等多様な財源の確保、使用料等の受益者負担の適正化などにより、
収入の安定化や多角化を図ることが重要です。同時に、市債の発行抑制や財政調整基金の適切な水準の確保を通じ、
将来世代の負担を可能な限り抑制していくことが求められます。

本プランでは、限られた財源の中で最大の効果を生み出すための経営的な視点による財政運営を目指します。

項目

市税等の収入未済の削減に努めるとともに、ふるさと納税（クラウドファ
ンディング型を含む）、市有資産の有効活用等による多様な財源の確保や
国・県支出金等特定財源の積極的な活用を図ります。

物価の変動等を踏まえた受益者負担と公平性確保の観点から、使用料・手
数料の適正化に取り組みます。

社会経済情勢や市民ニーズの変化に対応した事業・補助金等の再編（スク
ラップ・フォー・ビルド）や内部事務経費の削減を進めます。

投資事業の選択と集中、特定財源の有効活用等を通じ、公債費負担が適正
な規模となるよう管理します。
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本市の公共建築物の約48％は建築後40年以上経過するなど、老朽化が進行しています。そのため、維持・更新に係
る財政負担は今後さらに増加する見込みです。また、人口規模が近い他の自治体と比べて市民１人当たりの保有面積
が多い状況です。

こうしたことを踏まえ、今後は、人口減少や施設の利用状況を考慮し、公共施設の統廃合・縮小・機能の複合化や
更新手法の工夫を行い、施設数と総面積の縮減を図ります。併せて、維持管理や更新に係る費用を抑制します。

さらに、道路や上下水道などのインフラ施設についても、計画的な更新や維持管理の効率化を進め、適正な管理と
⾧寿命化を図ります。

項目

既存施設の統廃合・縮小・機能の複合化、新規施設整備の抑制などにより、
施設の総量を抑制・削減しながら、施設配置の適正化を進めます。

市民ニーズの変化や中⾧期的な管理運営費、財政状況の見通し等を踏まえ、
計画的かつ最適な手法を用いて、施設の新設・更新を行うための仕組みを
つくります。

民間の資金やノウハウの活用など、適切な管理運営方法の導入を進め、維
持管理コストの削減や収入の増加を図ります。

劣化が進む前の計画的な修繕（予防保全）を進め、施設の⾧寿命化を図り
ます。

土地や建築物等の売却や貸付、広告の設置等を通じ、保有財産の有効活用
を図ります。
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項  目 R8 R9 R10 R11 R12

学校管理員業務

学校給食調理業務

保育園給食調理業務

集団健診・検診業務 会場運営業務
新たに約70コマ

会場運営業務
新たに約60コマ

予約受付・事後処理
業務委託化の検討

まつりやイベントの運営業務

協議会や実行委員会等の事務局業務

コンプライアンス相談

児童生徒の事故対応 検討 準備

建築物の計画通知審査業務

総合窓口・サービスセンター等の開庁日・

開庁時間の見直し
投票所の統廃合、開設日・開設時間の見直

し

《ﾌﾟﾗﾝの柱 １》　　徹底した業務改革とＤＸによる行政運営の生産性の向上

アウトソーシングの推

進

民間事業者や専門家の

活用

主 な 取 組

行政事務の

スリム化

行政庁舎の開庁日・

開庁時間等の見直し

実施

実施

実施

検討 ・実施

実施

検討

実施

実施

検討 ・実施

実施実施 ・一部試行

実施

７ 主な取組と行程表

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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項  目 R8 R9 R10 R11 R12

分かりやすい予算発表資料への見直し 実施

現地確認調査の一部廃止

審議会等の体制や運営方法の見直し

AI活用による生産性の向上

（生成AIの利用、チャットボットなど）
AI-OCRやRPAの活用による定型業務の自動

化の推進
地方税共通納税システムを活用した公金収

納の活用

学校事務のオンライン化 システム
構築

試行

各種計画・報告書の電子化

工事関係書類の簡素化及び電子納品 実施

事務処理・文書・決裁の電子化

《ﾌﾟﾗﾝの柱 １》　　徹底した業務改革とＤＸによる行政運営の生産性の向上

主 な 取 組

行政事務の

スリム化

ペーパーレスの推進

時代のニーズに合わせ

た業務の見直し

給与、旅費、物品購入など共通事務の集約

（総務事務センターの検討）

デジタル技術を活用し

た業務の見直し

アナログ規制の見直し

行政事務の

自動化・

効率化

実施

実施

実施

検討

実施

実施

定期的な検証

検討 ･実施

定期的な検証

実施

実施

実施
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項  目 R8 R9 R10 R11 R12

(0.8) (1.9) (1.8) (2.1) (2.0)

0.8 2.7 4.5 6.6 8.6

　　　　   （当該年度の効果額）

柔軟で機動

的な組織体

制の構築

柱１ 改善効果見込み額（単位：億円）
    R７年度決算額（見込み）との比較

《ﾌﾟﾗﾝの柱 １》　　徹底した業務改革とＤＸによる行政運営の生産性の向上

主 な 取 組

人口減少率に応じた適正な職員数の管理

グループ制、大課制、班体制への移行

多様化する行政課題に対応できる組織体制への再編

実施

実施

実施

第２期 持続可能な行財政運営プラン

29



項  目 R8 R9 R10 R11 R12

施設使用料・利用者負担金

申請・証明発行等手数料

講座受講料、コピー代金等

証明書等のコンビニ交付の推進 証明発行
手数料の検討

オンライン申請の推進（各種申請・届出の

メニュー追加、来庁時の申請支援など）
葬儀後の手続きで

申請開始

申請書様式や手続きの見直し 実施

来庁予約手続きの拡充 葬儀後の手続き
ほか

住所変更手続き

どこからで

も利用可能

な行政サー

ビスの実現

「行かない・書かな

い・待たない窓口」の

推進

《ﾌﾟﾗﾝの柱 ２》　スマート行政の推進と公民連携による市民サービスの向上

誰もがデジ

タルの恩恵

を受けられ

る社会づく

り

キャッシュレス決済の

推進

主 な 取 組

拡充

検討 ・実施

定期的な検証 ・見直し

拡充

拡充

検討 ・実施

検討 ・実施
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項  目 R8 R9 R10 R11 R12

市民・団体・民間事業者とのオープンイノ

ベーション等による行政課題・地域課題解

決

新潟アルビレックスＢＢと連携したバスケ

によるまちづくりの推進

指定管理者制度の運用見直し 運用指針の
見直し

ＰＰＰ／ＰＦＩの推進

事業の市場性の効果的な事前把握と反映

（サウンディング型市場調査等の実施）

Park-PFI制度 ※ の導入検討

(0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

《ﾌﾟﾗﾝの柱 ２》　スマート行政の推進と公民連携による市民サービスの向上

主 な 取 組

民間事業者等との連

携・協働による地域課

題への取組

地域全体の

人材やノウ

ハウを活か

す公民連携

の推進
民間事業者と連携した

公共施設の利活用

　　　　   （当該年度の効果額）

柱２ 改善効果見込み額（単位：億円）
    R７年度決算額（見込み）との比較

※ Park-PFI制度：民間事業者を公募し、公園内における飲食店や売店等の設置と、その収益による周辺の整備や管理を一体的に行う制度

実施

検討

定期的な検証 ・見直し

実施

実施

実施
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項  目 R8 R9 R10 R11 R12

ＡＢＷ（ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・ﾍﾞｰｽﾄﾞ・ﾜｰｷﾝｸﾞ）の推

進

情報通信ネットワーク等環境の整備

勤務時間の弾力化

テレワークの推進

人材の確保 新たな職員採用方法の検討

リスキリングの推奨

デジタル人材の育成

コンプライアンス研修の充実

各種ハラスメント防止に向けた対策

その他各種研修の実施

(0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2)

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
柱３ 改善効果見込み額（単位：億円）
    R７年度決算額（見込み）との比較

時代の変化

に柔軟に対

応できる人

材の確保と

育成

⾧岡市職員人材育成基

本方針に沿った研修等

の実施

ライフスタイルに合わ

せた柔軟な働き方の推

進

各種休暇の取得推進

　　　　   （当該年度の効果額）

業務の平準化等による時間外勤務の削減

多様な人材

が能力を最

大限発揮で

きる職場環

境づくり

主 な 取 組

生産性向上を目的とし

た働く環境の整備

《ﾌﾟﾗﾝの柱 ３》　行政運営を支える人材育成と魅力ある職場づくり

職員の⾧時
間労働の是
正とワーク
ライフバラ
ンスの実現

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

検証 ・運用改善

調査 ・研究

実施

実施
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項  目 R8 R9 R10 R11 R12

審議会委員等への女性の登用

子ども・若者への意見聴取

在住外国人への意見聴取

検討・一部実施

実施

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

政策効果の

検証と予算

編成への反

映

行政運営に

多様な価値

観を反映

政策・方針、意思決定

の場への多様な市民の

参画

《ﾌﾟﾗﾝの柱 ４》　多様な視点を活かした政策立案と行政運営の透明性の向上

より積極的

な市政情報

の発信

客観的なデータによる政策・施策・事業の効果検証と進捗管理

　　　　   （当該年度の効果額）

総合計画に基づく政策・施策評価の公表

柱４ 改善効果見込み額（単位：億円）
    R７年度決算額（見込み）との比較

分かりやすい予算発表資料への見直し（再掲）

主 な 取 組

各種計画・報告書等の体系的なデータ公開

総合計画と予算編成の効果的な連携

実施

実施

実施

実施

定期的な検証

実施

実施

検討
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項  目 R8 R9 R10 R11 R12

公共施設使用料 条例改正 実施

行政財産の目的外使用料

使用料の減免基準 調査・研究

介護予防事業等の利用者負担金 条例改正

職員駐車場の利用者負担 実施

ごみ処理手数料 条例改正
（粗大ごみ）

実施
条例改正

（可燃ごみ他）
実施

各種証明書発行手数料 検討 条例改正 実施

実施 実施

実施

下水道使用料の改定

主 な 取 組

手数料の適正化

※ 財政基盤の持続的な強化につながる財源ではないため、効果見込み額には含めない。

《ﾌﾟﾗﾝの柱 ５》　将来を見据えた経営的な視点による財政運営

各種基金の効果的な運用
多様な財源

の確保と特

定財源の有

効活用

ふるさと納税（クラウドファンディング型を含む）※ など多様な

財源の確保

国・県支出金等特定財源の積極的な活用

使用料・手

数料の適正

化

使用料等の適正化

水道料金の改定

市税等の収入未済の削減に向けた対策

定期的な検証 定期的な
検証

実施

実施

実施

定期的な検証

実施

定期的な検証

定期的な検証

検討 ・実施

実施

検討 ・実施

定期的な検証

定期的な
検証

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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項  目 R8 R9 R10 R11 R12

町内会報奨制度のあり方の検討

敬老会のあり方の検討

保育園の通園支援のあり方の検討

消雪パイプの所有形態と維持管理費用の負

担のあり方の検討

消防団員定数の適正化 条例改正

その他事務事業の見直し

実施事業に対する補助金等 一部実施 実施

運営経費に対する補助金等 実施

建設事業の選択と集中

特定財源の確保

(3.1) (3.1) (1.6) (5.2) (3.3)

3.1 6.2 7.8 13.0 16.3

主 な 取 組

　　　　   （当該年度の効果額）

《ﾌﾟﾗﾝの柱 ５》　将来を見据えた経営的な視点による財政運営

事務事業の見直し事業・補助

金等の「ス

クラップ・

フォー・ビ

ルド」と内

部事務経費

の削減

公債費の適正管理

柱５ 改善効果見込み額（単位：億円）
    R７年度決算額（見込み）との比較

投資事業の

選択と集中

等による公

債費負担の

適正管理

公金収納・公金支払に係る銀行取扱手数料の削減

外郭団体・各種団体へ

の補助金・負担金の見

直し

定期的な検証

定期的な検証

実施

実施

継続検討

継続検討

継続検討

一部実施

実施検討

実施

継続検討

実施



項  目 R8 R9 R10 R11 R12

廃止
＜検討対象施設＞

信濃川河川公園、山古志運動広場ほか

・上川西コミュニティセン
　ター分室
・八郎場集落開発セン
　ター
・山の相川団地集落開
　発センター
・大形会館
・十日町保育園
・与板幼稚園
・栖吉保育園
・高齢者と子どもの家
・高齢者コミュニティセン
　ターゆきわり荘
・与板保健センター

縮小
＜検討対象施設＞

東山ファミリーランド（キャンプ場）、中之島・三

島・和島野球場（ナイター機能）ほか

　

複合化・集約化
＜検討対象施設＞

川口地域交流拠点施設（仮称）、寺泊斎場・与板無

憂苑斎場、市営自転車駐車場ほか

存続・廃止条件の設定
＜検討対象施設＞

計画期間中に各施設個別に検討を進めます。

あり方の検討
＜検討対象施設＞

高齢者センター、デイサービスセンター、市内３ス

キー場、小中学校、保育園ほか

施設の除却

＜検討対象施設＞

旧勤労青少年ホーム、旧社会福祉センター、与板保健センターほか

公共施設の

総量の抑制

と削減

《ﾌﾟﾗﾝの柱 ６》　人口減少などに対応した公共建築物・インフラ施設の適正管理

施設の廃止・縮小・複

合化・あり方の検討

施設の売却・譲渡の検討 ※
＜検討対象施設＞

市営駐車場、入居者のいない教職員住宅、旧学校・保育園施設ほか

主 な 取 組

※ 売却益は一時的な効果であるため、効果見込み額には含めない。

継続検討 ・実施

継続検討 ・実施

継続検討 ・実施

実施

計画的に実施

公共建築物に関する取組の詳細は

公共建築物適正化計画 第２期計画に記載
※

継続検討 ・実施

継続検討 ・実施
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項  目 R8 R9 R10 R11 R12

岡南北部・
塩谷浄化センター

廃止

両高地区集落排水・
千谷沢地区処理場

廃止

中沢地区集落排水・
塚山地区処理場、

田麦山クリン＆クリン
廃止

与板・寺泊浄水場
廃止

検討

公共建築物

公園施設

土木・インフラ施設

公共施設の

総量の抑制

と削減

農業集落排水施設の廃止、公共下水道への統合

与板・寺泊浄水場の廃止、妙見浄水場への統合

《ﾌﾟﾗﾝの柱 ６》　人口減少などに対応した公共建築物・インフラ施設の適正管理

公共施設の

⾧寿命化

請願道路の新規採択の要件見直し

建築物の新設・更新の要件設定、⾧寿命化・最適化を検討する体制

の整備

計画的な予防保全の推

進

主 な 取 組

公共施設の
新設･更新等
を計画的か
つ最適な手
法で行うた
めの仕組み
づくり

実施

実施

実施

実施

実施

公共建築物に関する取組の詳細は

公共建築物適正化計画 第２期計画に記載
※
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項  目 R8 R9 R10 R11 R12

体育館の開館日の見直し 規則改正

図書館、栃尾美術館の開館日・開館時間の

見直し
規則改正

子育ての駅開館時間等の見直し 検討

庁舎の清掃・警備等管理水準の見直し

体育施設での電子錠（スマートロック）の

活用
設置工事

除雪路線の見直し

公共建築物の包括管理委託の推進

道路の包括管理委託の推進 検討
（栃尾地域）

一部実施
（栃尾地域）

公園・街路樹等の包括管理委託の推進 実施
（長岡・三島地域）

民間サービス等の活

用・民間活力の導入

主 な 取 組

公民連携や

包括的管理

等による管

理運営方法

の最適化

《ﾌﾟﾗﾝの柱 ６》　人口減少などに対応した公共建築物・インフラ施設の適正管理

管理運営方法の見直し

公共施設の開館日・

開館時間の見直し

実施

実施

実施

実施

実施

実施

検討

継続検討・実施

検討（長岡地域）

定期的な検証

公共建築物に関する取組の詳細は

公共建築物適正化計画 第２期計画に記載
※
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項  目 R8 R9 R10 R11 R12

指定管理者制度の運用見直し（再掲）

ＰＰＰ／ＰＦＩの推進（再掲）

事業の市場性の効果的な事前把握と反映

（サウンディング型市場調査等の実施）

（再掲）

Park-PFI制度 ※ の導入検討（再掲）

公共施設へのネーミングライツの導入

広告看板や自動販売機の設置、余剰スペー

スの民間貸付による財源確保

(1.4) (1.1) (0.6) (1.1) (1.4)

1.4 2.5 3.1 4.2 5.6

(5.6) (6.3) (4.2) (8.6) (6.9)

5.6 11.9 16.1 24.7 31.6

保有財産の

有効活用

施設の有効活用・財源

の確保

※ Park-PFI制度：民間事業者を公募し、公園内における飲食店や売店等の設置と、その収益による周辺の整備や管理を一体的に行う制度

《ﾌﾟﾗﾝの柱 ６》　人口減少などに対応した公共建築物・インフラ施設の適正管理

主 な 取 組

柱６ 改善効果見込み額（単位：億円）
    R７年度決算額（見込み）との比較

   改善効果見込み額 計（単位：億円）

    R７年度決算額（見込み）との比較

　　　　 　　　　  （当該年度の効果額）

公民連携や

包括的管理

等による管

理運営方法

の最適化

民間サービス等の活

用・民間活力の導入

　　　　   （当該年度の効果額）

実施

検討

実施

実施

実施

実施

公共建築物に関する取組の詳細は

公共建築物適正化計画 第２期計画に記載
※
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本プランでは、持続可能な行財政運営の確立と市民サービスのさらなる向上を目指し、客観的なデータの検証に基

づく事務事業の見直しに取り組みます。
「７ 主な取組と行程表」に示す各取組の目的や背景、関連データ等は、ホームページを通じて公開し、市政運営の

透明性を高めます。

なお、現時点で未公開のものについては、取組の具体的な方針や内容が定まったものから、随時掲載します。

第２期 持続可能な行財政運営プラン
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主な取組の検討に関する情報公開について

項  目 関連資料　または　関連ページ

アウトソーシングの

推進
学校給食調理業務 学校給食調理業務委託

行政庁舎の開庁日・

開庁時間等の見直し

投票所の統廃合、開設日・

開設時間の見直し
投票区別選挙人名簿登録者数一覧表🄿

主 な 取 組

行政事務のスリム

化

公開のイメージ

場所： トップ> 市政 > 計画・事業 > 行財政改革 >第2期持続可能な行財政運営プランの主な取組に関する公開情報

ＵＲＬ： https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate01/kaikaku/attempt.html

主な取組ごとに、関連資料や
関連するホームページへの
リンクを掲載

公開情報は市ホームページで

※詳細は随時、見直す場合があります




